
肥後銀行ホームローン（災害復旧ローン） 
 

対象者 「平成 28 年熊本地震」または「令和 2 年 7 月豪雨」にて被害を受けら
れた方（罹災した物件の所有者の方） 

お借り入れ期間 １年以上３５年以内（１年単位） 

お借り入れ金額 ・５０万円以上５,０００万円以内（１０万円単位） 
・所要資金、担保評価額の範囲内 
・年収（年間所得）に対する年間返済比率は次のとおりです。 
   300万円～400万円未満   ３０％以内 
   400万円以上        ３５％以内 

ご利用いただける方 ・満２０歳以上で満６５歳未満、完済時年齢が満７５歳以下の個人の方 
・勤務（事業）年数３年以上の方 
・年収（年間所得）が３００万円以上の方 
・団体信用生命保険に加入いただける方 
・保証会社の保証を受けられる方 

お使いみち 災害復旧にかかる本人または家族居住用の 
・土地・建物購入資金 
・住宅新築・増改築、修復資金 
・マンション購入（中古を含む） 

担  保 ・お借り入れの対象となる土地・建物 

保 証 人 原則として不要。※ただし次の場合は必要となります。 
・所得合算者がいる場合 
・保証会社が必要とする場合 

保 証 料 保証会社の保証をご利用いただきますので、保証料（年０.３５％） 
をご負担いただきます。 

返済の方式と頻度 ・元利均等毎月返済 
・元利均等毎月返済とボーナス返済の併用 
※利率に変動があった場合でも、返済額の中の元本分と利息分の割合を
調整し、5年間は返済額を変更しません。返済額の見直しは 5年ごとに
行いますが、新返済額は旧返済額の 1.25 倍を上限とします。当初の借
入期間が満了しても未返済額がある場合は、原則として期日に一括返済
していただきます。 

火災保険 担保となる建物には、火災保険を付保していただきます。 

金  利 〇変動金利か固定金利をお選びいただけます。 
①「固定金利期間指定型」 
・３年、５年、１０年のいずれかを選択できます。 

その期間中の金利は変わりません。 
・特約期間終了時は原則として変動金利に移行します。但し、お客様

からのお申し出により再度、特約期間を設定することができます。 
・特約のご利用については都度、手数料 5,500円（税込）が必要です。 
②「変動金利型」 
・借り入れ後は４月１日および１０月１日現在の基準金利により 

毎年２回金利を見直し、６月と１２月の返済日の翌日から新金利を
適用します。 

〇原則として毎月一回決定し、店頭の金利ボードに表示します。 
 金利情勢に大幅な変動がある場合は、月途中で変更することも 
 あります。（詳しくは店頭へお問い合わせ下さい） 
 

返済試算額の入手方法 
店頭にお申し出いただくか、ＨＰ上の住宅ローンシミュレーションを 
ご利用ください。 

債務返済支援保険 「債務返済支援保険」は病気・ケガによる入院等で就業できなくなった
場合に返済金を保険金でカバー（月額返済補償）する保険です。本ロー
ンにセットする場合の適用金利は、本ローン金利＋０.２％となります。 



８大疾病補償付 
債務返済支援保険 

※８大疾病…がん・急性

心筋梗塞・脳卒中・高血
圧症・慢性腎不全・慢性
すい炎・肝硬変・糖尿病 

「８大疾病補償付債務返済支援保険」は、病気・ケガによる入院等で  
就業できなくなった場合に月額返済補償し、８大疾病により就業できな
くなった状態が継続（月額返済補償が１２か月間継続）した場合に残債
一括補償（住宅ローン残高の１００％が保険金として支払われる）する
保険です。本ローンにセットする場合の適用金利は、本ローン金利  
＋０.１％となります。 

がん診断保険金特約付 
団体信用生命保険 

死亡、所定の高度障害状態、または所定の「がん」診断確定の状態とな
られた場合、住宅ローン残高の１００％が保険金として支払われ、ロー
ン返済に充当する「がん診断保険金特約付団体信用生命保険」をセット
することができます。セットする場合の適用金利は、本ローン金利  
＋０.１５％となります。ただし診断給付金が支払われる場合において
も、利息の一部をご負担いただくことがあります。 

３大疾病保障特約付 
団体信用生命保険 

死亡、所定の高度障害状態、または３大疾病（「がん」、「急性心筋こ
うそく」、「脳卒中」）の保険金支払事由の状態となられた場合、住宅
ローン残高の１００％が保険金として支払われ、ローン返済に充当する
｢３大疾病保障特約付団体信用生命保険｣をセットすることができます。
セットする場合の適用金利は、本ローン金利＋０．３％となります。た
だし診断給付金が支払われる場合においても、利息の一部をご負担いた
だくことがあります。 

団体信用生命保険・ 
就業不能信用費用保険 
（がん保障プラン） 

 

死亡、所定の高度障害状態、または所定の「がん」診断確定の状態とな
られた場合、住宅ローン残高の１００％が保険金として支払われ、ロー
ン返済に充当する｢がん保障プラン｣をセットすることができます。ただ
し診断給付金が支払われる場合においても、利息の一部をご負担いただ
くことがあります。 

団体信用生命保険・ 
就業不能信用費用保険 
（全疾病保障プラン） 

 

死亡、所定の高度障害状態、または３大疾病に加えて、その他の病気や
ケガにより就業できない状態となった場合、住宅ローン残高の１００％
が保険金として支払われ、ローン返済に充当する「全疾病保障プラン」
をセットすることができます。セットする場合の適用金利は、本ローン
金利＋０.２％となります。ただし診断給付金が支払われる場合におい
ても、利息の一部をご負担いただくことがあります。 

繰り上げ返済時の取扱お
よび返済条件変更に伴う  
手数料等 

〇「固定金利期間指定型」の場合 
 原則として特約期間中の繰上返済は取り扱いできません。 

但し､やむをえない理由により繰上返済となる場合には、 
次の手数料が必要です。(※) 

    繰上返済額 500万円未満…22,000円（消費税込） 
500万円以上 1,000万円未満…33,000円（消費税込） 

         1,000 万円以上…44,000円（消費税込） 
 
〇「変動金利型」の場合…5,500円（消費税込）（※） 
※期間短縮のみで返済金額の変更がない一部繰上返済を当行ホーム 
ページでお申込いただいた場合は手数料は無料です。 

 
○「返済条件変更」の場合…5,500円（消費税込） 
 返済条件変更の主な内容は次の通りです。 
 ①保証人変更、②担保物件変更、③毎月返済額の増額（返済期間短縮）、
④返済日変更、⑤ボーナス返済の停止、⑥ボーナス返済月の変更 

 上記以外の例外的な対応を行う場合は、別途手数料（16,500 円・   

消費税込）をいただくことがあります。 

金利情報の入手方法 窓口でお問い合わせ下さい。 

（2020 年 7 月 10 日現在） 

 


